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【年通号数】公開・登録公報2011-012
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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月25日(2013.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明に係る抽出方法は、被検眼の眼底画像の抽出候補領域
の外周部における外周小領域を決定する工程と、前記決定された外周小領域に存在する外
周部血管の座標平均が前記抽出候補領域の中央部に含まれるかどうかを判定する工程と、
前記中央部に含まれると判定された場合に、前記抽出候補領域を血管交差・分岐部位を含
む領域として抽出する工程とを含む。
　また、本発明に係る抽出装置は、被検眼の眼底画像の抽出候補領域の外周部における外
周小領域を決定する決定手段と、前記決定された外周小領域に存在する外周部血管の座標
平均が前記抽出候補領域の中央部に含まれるかどうかを判定する中央部判定手段と、前記
中央部に含まれると判定された場合に、前記抽出候補領域を血管交差・分岐部位を含む領
域として抽出する抽出手段とを含む。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の血管を含む眼底画像から、血管交差・分岐部位を含む領域を抽出する血管交差
・分岐部位の抽出方法であって、
　前記眼底画像の抽出候補領域の外周部における外周小領域を決定する工程と、
　前記決定された外周小領域に存在する外周部血管の座標平均が前記抽出候補領域の中央
部に含まれるかどうかを判定する工程と、
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　前記中央部に含まれると判定された場合に、前記抽出候補領域を血管交差・分岐部位を
含む領域として抽出する工程と、を含むことを特徴とする抽出方法。
【請求項２】
　前記外周部血管の数を判定する工程をさらに含み、
　前記抽出する工程において、前記数を判定する工程と前記中央部に含まれるかどうかを
判定する工程との判定結果に従って、前記抽出候補領域を血管交差・分岐部位を含む領域
として抽出することを特徴とする、請求項１に記載の抽出方法。
【請求項３】
　前記数を判定する工程において、前記外周小領域を構成する隣り合う小領域間における
輝度平均値の差の絶対値を、予め定めた第１の閾値と比較し、さらに、前記隣り合う小領
域の輝度平均値を、予め定めた第２の閾値と比較することにより、前記外周部血管の数を
判定することを特徴とする、請求項２に記載の抽出方法。
【請求項４】
　被検眼の眼底画像の抽出候補領域の外周部における外周小領域を決定する工程と、
　前記決定された外周小領域における複数の外周部血管を決定する工程と、
　前記決定された複数の外周部血管の座標を平均して得た座標が前記抽出候補領域の中央
部に含まれるか否かを判定する工程と、
　前記中央部に含まれると判定され、且つ前記決定された複数の外周部血管の数が所定の
数以上である場合に、前記抽出候補領域を血管特徴部として抽出する工程と、
を含むことを特徴とする抽出方法。
【請求項５】
　前記眼底画像における前記抽出候補領域とは異なる新たな抽出候補領域に対して、前記
外周小領域を決定する工程と、前記複数の外周部血管を決定する工程と、前記判定する工
程と、前記抽出する工程とを順番に行うことを特徴とする請求項４に記載の抽出方法。
【請求項６】
　前記外周小領域を決定する工程と、前記複数の外周部血管を決定する工程と、前記判定
する工程と、前記抽出する工程とを、前記眼底画像において抽出候補領域を変更しながら
繰り返し行うことを特徴とする請求項４又は５に記載の抽出方法。
【請求項７】
　前記血管特徴部は、血管の交差部と分岐部とのうち少なくとも一方であることを特徴と
する請求項４から６のいずれか１項に記載の抽出方法。
【請求項８】
　前記複数の外周部血管を決定する工程において、前記外周小領域を構成する隣り合う小
領域間における輝度値の差の絶対値と第１の閾値とを比較し、さらに、前記隣り合う小領
域のうちいずれか一方の輝度値と第２の閾値とを比較することを特徴とする請求項４から
７のいずれか１項に記載の抽出方法。
【請求項９】
　前記複数の外周部血管を決定する工程において、前記決定された外周小領域における前
記差の絶対値が前記第１の閾値以上であり、且つ前記隣り合う小領域のうち低い方の輝度
値が前記第２の閾値以下である小領域を、外周部血管として決定することを特徴とする請
求項８に記載の抽出方法。
【請求項１０】
　前記眼底画像における前記血管特徴部の輝度が他の領域の輝度より高い場合に、前記複
数の外周部血管を決定する工程において、前記決定された外周小領域における前記差の絶
対値が前記第１の閾値以上であり、且つ前記隣り合う小領域のうち高い方の輝度値が前記
第２の閾値以上である小領域を、外周部血管として決定することを特徴とする請求項８に
記載の抽出方法。
【請求項１１】
　前記抽出候補領域の中央小領域に血管が存在するか否かを判定する工程をさらに含み、
前記抽出する工程において、前記抽出候補領域の中央小領域に血管が存在すると判定され
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た場合に、前記抽出を行うことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の抽
出方法。
【請求項１２】
　前記血管を判定する工程において、前記中央小領域に含まれる各画素の輝度値の平均値
と閾値とを比較することにより、前記中央小領域に血管が存在するか否かを判定すること
を特徴とする請求項１１に記載の抽出方法。
【請求項１３】
　前記中央部の大きさは、前記抽出候補領域の大きさの３分の１以下であることを特徴と
する請求項１から１２のいずれか１項に記載の抽出方法。
【請求項１４】
　前記中央部の大きさは、前記抽出候補領域の大きさの５分の１以下であることを特徴と
する請求項１から１３のいずれか１項に記載の抽出方法。
【請求項１５】
　前記被検眼を撮像してＳＬＯ像を前記眼底画像として取得する工程と、
　前記眼底画像と、前記眼底画像とは異なる時刻に得られた前記被検眼の他の眼底画像と
のマッチングを行なう工程と、
をさらに含むことを特徴とする請求項１から１４のいずれか１項に記載の抽出方法。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか１項に記載の抽出方法の各工程をコンピュータに実行させ
るためのプログラム。
【請求項１７】
　被検眼の血管を含む眼底画像から、血管交差・分岐部位を含む領域を抽出する血管交差
・分岐部位の抽出装置であって、
　前記眼底画像の抽出候補領域の外周部における外周小領域を決定する決定手段と、
　前記決定された外周小領域に存在する外周部血管の座標平均が前記抽出候補領域の中央
部に含まれるかどうかを判定する中央部判定手段と、
　前記中央部に含まれると判定された場合に、前記抽出候補領域を血管交差・分岐部位を
含む領域として抽出する抽出手段と、
を含むことを特徴とする抽出装置。
【請求項１８】
　前記外周部血管の数を判定する数判定手段をさらに含み、
　前記抽出手段は、前記数判定手段と前記中央部判定手段との判定結果に従って、前記抽
出候補領域を血管交差・分岐部位を含む領域として抽出することを特徴とする請求項１７
に記載の抽出装置。
【請求項１９】
　被検眼の眼底画像の抽出候補領域の外周部における外周小領域を決定する手段と、
　前記決定された外周小領域における複数の外周部血管を決定する手段と、
　前記決定された複数の外周部血管の座標を平均して得た座標が前記抽出候補領域の中央
部に含まれるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記中央部に含まれると判定され、且つ前記決定された複数の外周
部血管の数が所定の数以上である場合に、前記抽出候補領域を血管特徴部として抽出する
抽出手段と、
を有することを特徴とする抽出装置。
【請求項２０】
　前記眼底画像における前記抽出候補領域とは異なる新たな抽出候補領域に対して、前記
外周小領域の決定と、前記複数の外周部血管の決定と、前記判定と、前記抽出とを順番に
行う制御手段をさらに有することを特徴とする請求項１９に記載の抽出装置。
【請求項２１】
　前記被検眼を撮像してＳＬＯ像を前記眼底画像として取得する取得手段と、
　前記眼底画像と、前記眼底画像とは異なる時刻に得られた前記被検眼の他の眼底画像と
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のマッチングを行なう手段と、
をさらに有することを特徴とする請求項１７から２０のいずれか１項に記載の抽出装置。


	header
	written-amendment

